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           大阪市男女共同参画審議会規則 

 

制  定 平 15.8.15 規則 104 

（趣 旨） 

第１条 この規則は、大阪市男女共同参画推進条例（平成１４年大阪市条例第７４号）

第２０条第 7項の規定に基づき、大阪市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）

の組織及び運営について必要な事項を定めるものとする。 

 

（会 長） 

第２条 審議会に会長を置き、委員の互選によりこれを定める。 

２ 会長は、審議会を代表し、議事その他の会務を総理する。 

３ 会長に事故があるときは、あらかじめ会長の指名する委員がその職務を代理する。 

 

（専門委員） 

第 3条 専門の事項を調査審議させるため必要があるときは、審議会に専門委員を置く

ことができる。 

２ 専門委員は、学識経験者その他市長が適当と認める者のうちから市長が委嘱する。 

３ 専門委員は、当該専門の事項に関する調査審議が終了したときは、解嘱されるもの

とする。 

 

（部 会） 

第 4条 会長が必要と認めるときは、審議会に部会を置くことができる。 

２ 部会は、会長が指名する委員及び専門委員で組織する。 

３ 部会に部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから会長が指名する。 

 

（会議） 

第 5条 審議会の会議は、会長が招集する。 

２ 審議会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。 

３ 審議会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するとこ 

ろによる。 

 

（関係者の出席） 

第 6条 審議会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は  

 説明を聴くことができる。 

 

（庶 務） 

第７条 審議会の庶務は、市民局において処理する。 

 

（施行の細目） 

第８条 この規則の施行について必要な事項は、会長が定める。 

   附 則 

 この規則は、平成 15 年 8 月 20 日から施行する。 
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参考３ 

大阪市男女共同参画審議会運営要領 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、大阪市男女共同参画審議会規則（平成 15 年大阪市規則第 104

号）第８条の規定に基づき、大阪市男女共同参画審議会（以下「審議会」という。）

の運営に関し必要な事項を定めるものとする。 

 

（書面審議の方法による会議の開催等） 

第２条 会長は、緊急に審議会の会議を開催する必要がある場合や、感染症対策の

措置を講じる必要がある場合など、審議会の会議を招集することが困難であると

認めるときは、審議会に属する各委員の意見を聴取し、その総意をもって審議会

の議事とすることができる。 

 

（ウェブ会議の方法による会議の開催等） 

第３条 会長が必要と認めるときは、審議会の会議をウェブ会議の方法（インター

ネットを通じて、委員の間で相互に映像及び音声の送受信、資料の共有等を行う

方法をいう。以下同じ。）により開催するものとする。 

２ 前項に定めるもののほか、審議会の委員は、会長の承認を得て、ウェブ会議の

方法で審議会の会議に参加することができる。この場合において、当該委員は、

ウェブ会議の方法による会議への参加をもって審議会の会議に出席したものと

みなすものとする。 

 

（会議の公開） 

第４条 審議会の会議は、公開するものとする。ただし、審議会が公開することが

適当でないと認める事項の調査審議をするとき又は会議を公開することにより

円滑な議事運営が著しく阻害され調査審議の目的が達成できないと認められる

ときは、この限りでない。 

２ 会議の公開は、会議の傍聴を認めることにより行う。ただし、前条第１項の規

定によりウェブ会議の方法により行う会議の公開は、指定した場所（以下「視聴

場所」という。）においてインターネットを通じて会議を視聴することを認める

ことにより行う。 

 

（公開による会議の開催の周知） 

第５条 審議会の会議を公開により開催するときは、開催日の７日前の日（その日

が大阪市の休日を定める条例（平成３年大阪市条例第 42 号）第１条第１項に規

定する市の休日(以下「市の休日」という。)に当たるときは、その日の直前の市

の休日以外の日）までに、次に掲げる事項を大阪市のホームページへの掲載、及



 

2 
 

び市役所本庁舎掲示場における掲示の方法により、周知するものとする。ただし、

会議を緊急に開催する必要が生じた場合等、７日前に周知を行うことができない

事情があるときは、周知可能となった後速やかに、会議の開催を周知することと

する。 

 ⑴ 傍聴による場合 開催日時、開催場所、会議の議題、傍聴者の定員、傍聴手

続、問い合わせ先 

 ⑵ 視聴による場合 開催日時、視聴場所、会議の議題、視聴者の定員、視聴手

続、問い合わせ先 

 

（傍聴の手続） 

第６条 会議の傍聴を認める定員は、10 人とする。 

２ 前項の規定にかかわらず、会長は、会場の規模その他の事情を考慮して適当と

認めるときは、同項の定員を増減するものとする。この場合においては、運営要

領第５条の規定による会議の開催の周知において変更後の定員を明らかにする

ものとする。 

３ 会議の傍聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の 30 分前から開始予定

時刻までの間に、会議が開催される場所において傍聴の申込みを行い、会長の許

可を受けなければならない。 

４ 次のいずれかに該当する者は、会議の傍聴の許可をしない。 

 ⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物

を所持している者 

 ⑵ 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等を着用し、又はプラカード、

旗、のぼり等を掲出している者 

 ⑶ 酒気を帯びていると認められる者 

 ⑷ 前３号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となる行為を

するおそれがあると認められる者 

５ 第３項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。 

６ 会議の傍聴の許可を受けた者（以下「傍聴者」という。）は、審議会の事務局の

職員（以下、「事務局職員」という。）の指示に従い会場に入場するものとする。 

 

（傍聴者の遵守事項） 

第７条 傍聴者は、会場においては、次に掲げる事項を守らなければならない。た

だし、第４号に掲げる事項については、会長の許可を受けたときは、この限りで

ない。 

 ⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の会議の妨げとなると認められる器物

を持ち込まないこと。 

 ⑵ 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。 
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 ⑶ 鉢巻き、腕章、たすき、ゼッケン、ヘルメット等の着用、プラカード、旗、

のぼり等の掲出その他の示威的行為をしないこと。 

 ⑷ 写真撮影、録画及び録音は行わないこと。 

 ⑸ 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。 

 ⑹ 飲食又は喫煙をしないこと。 

 ⑺ 前各号に定めるもののほか、会場の秩序を乱し又は会議の支障となるような

行為をしないこと。 

 

（違反に対する措置） 

第８条 会長は、傍聴者が前条各号の規定に違反したと認めるときは、違反者に注

意し、違反者がこれに従わないときは、その者を退場させることができる。 

 

（視聴の手続） 

第９条 会議の視聴を認める定員は、会長が、会議の開催の都度、視聴場所の規模

その他の事情を考慮してその都度定め、第５条の規定による会議の開催の周知に

おいて明らかにするものとする。 

２ 会議の視聴をしようとする者は、会議の開始予定時刻の 30 分前から開始予定

時刻までの間に、視聴場所において視聴の申込みを行い、会長の許可を受けなけ

ればならない。 

３ 次のいずれかに該当する者は、会議の視聴の許可をしない。 

 ⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他の視聴者の視聴の妨げとなると認めら

れる器物を所持している者 

 ⑵ 酒気を帯びていると認められる者 

 ⑶ 前２号に定めるもののほか、他の者の視聴の妨げとなる行為をするおそれが

あると認められる者 

４ 第２項の申込みの受付は先着順により行い、定員になり次第終了する。 

５ 会議の視聴の許可を受けた者（以下「視聴者」という。）は、事務局職員の指示

に従い会場に入場するものとする。 

 

（視聴場所における視聴者の遵守事項） 

第 10 条 視聴者は、視聴場所においては、次に掲げる事項を守らなければならな

い。 

 ⑴ 危険物又は笛、太鼓等の楽器類その他、他の視聴者の視聴の妨げとなると認

められる器物を持ち込まないこと。 

 ⑵ 発言、拍手その他の方法により公然と意見を表明しないこと。 

 ⑶ 携帯電話などの受信音、操作音等を出さないこと。 

 ⑷ 飲食又は喫煙をしないこと。 
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 ⑸ 前各号に定めるもののほか、他の視聴者の視聴の妨げとなる行為をしないこ

と。 

 

（報道機関の特例） 

第 11 条 報道機関による会議の傍聴及び視聴場所における視聴については、必要

に応じ、第６条第１項及び第２項並びに第９条第１項による定員とは別に、報道

機関用の定員を設定するものとする。 

 

（資料の配布等） 

第 12 条 傍聴者及び視聴者には、原則として委員に配布する会議資料と同じもの

を配布するものとする。ただし、大阪市情報公開条例第７条各号に該当すること

により公開することが適当でないと考えるもの、法令集等一定数量以上準備する

ことが困難なものその他相当の理由があると認められるものについては、この限

りでない。 

 

（会議録等） 

第 13 条 審議会の会議録に記載する事項は、次のとおりとする。 

 ⑴ 開催日時 

 ⑵ 開催場所（第２条の規定により書面審議の方法により開催したとき及び第３

条第１項の規定によりウェブ会議の方法により開催したときは、その旨） 

 ⑶ 出席者名（第２条の規定により書面審議の方法により開催したときは、その

委員名） 

⑷ 第３条第２項の規定によりウェブ会議の方法により会議に参加した委員に

ついては、その旨 

 ⑸ 議題 

 ⑹ 発言者名及び個々の発言（提出意見）内容の要旨（審議会が公開することが

適当でないと認める事項の調査審議を行った会議にあっては、議事の要旨） 

 ⑺ その他審議会が必要と認める事項 

２ 会議録及び会議資料は、大阪市のホームページへの掲載及び市民情報プラザに

おける配架の方法により公表するものとする。 

 

 

   附 則 

１ この要領は、令和２年８月５日から施行する。 



大阪市男女共同参画審議会専門調査部会 委員名簿  

 

（五十音順） 

委 員 名 役  職  等 

こばやし こうじ 

小林 幸治 
大阪商工会議所 人材開発部部長 

さえき  ただし 

佐伯 タダシ 
NPO法人ファザーリング・ジャパン関西 中河内支部長 

せんだ  なおき 

千田 直毅 
神戸学院大学経営学部 教授 

とりう   ゆきえ 

鳥生 由起江 大和エネルギー株式会社 監査役 

ほうのき  かおる 

朴木 佳緒留 
神戸大学人間発達環境学研究科 名誉教授 
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令和７年８月 29日開催 第 46回大阪市男女共同参画審議会 出席者名簿 

 

●大阪市男女共同参画審議会委員 

 

会場側（五十音順・敬称略） 
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 眞由美
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清水
しみず

 こう 市会議員 

鈴井
すずい

 江
え

三子
み こ

 大手前大学大学院 国際看護学研究科 研究科長 

千田
せんだ

 直
なお

毅
き

 神戸学院大学 経営学部 教授 

徳野
とくの

 尚
ひさし

 
日本労働組合総連合会大阪府連合会 大阪市地域協議会 

事務局長 

朴
ほう

木
のき
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か お る

 神戸大学 人間発達環境学研究科 名誉教授 

前田
まえだ

 葉子
ようこ

 大阪市地域女性団体協議会 会長 

増田
ますだ

 裕子
ひろこ

 公募委員 

ますもと さおり 市会議員 

 
 

 

（裏面に続く） 

 

  

※オンライン出席 

※オンライン出席 
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●事務局（市民局ダイバーシティ推進室 男女共同参画課・雇用女性活躍推進課） 

氏 名 補 職 等 

渡辺 明英 市民局理事 

樹杉 香織 男女共同参画課長 

西田 秀之 雇用女性活躍推進課長 

村上 典子 男女共同参画課長代理 

榎並 志津子 配偶者暴力相談支援センター担当課長代理 

藤原 弘美 雇用女性活躍推進課長代理 

辻井 俊充 男女共同参画課担当係長 

奥 尚子 男女共同参画課担当係長 

足田 泉 雇用女性活躍推進課担当係長 

池田 昴子 男女共同参画課係員 

 

●男女共同参画推進本部常任幹事（要綱記載順・代理出席含む）    

氏 名 補 職 等 

森岡 真人 総務局人事部人事課長代理 

片桐 幹雄 健康局健康推進部健康施策課長  

髙島 博和 こども青少年局企画部企画課事業調整担当課長代理 

木村 賢次 危機管理室危機管理課長 
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徳野委員
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